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被害者の会は、被害者どうしの支援と事故をなくすための取り組みを目的とした、交通事故被害者や遺族でつくる
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• 100名の参加で意義ある集い
2回目となる「被害者の会」主催の公開シンポ、「フォーラム・交通

事故 n 」は、 11 月 22 日、「かでる2·7」を会場に、約 100 名の参加

者を得て意義ある話し合いが行われました。

テーマは「事業用自動車の事故ゼロのために求められるもの」。

最初に内藤副代表が挨拶し、犠牲者へ黙祷を捧げたあと、北大大

学院の川村雅則さんの報告を柱に6人の発言者がそれぞれの立場

から事故ゼロに向けての課題を語り、フロアーからの積極的発言も

交えて貴重な討議となりました。司会は被害者の会の前田代表と小

野副代表が務めました。以下は内容の要約です。

• 事故ゼロのための論議を 司会（前田）
「被害者の会」がフォーラムを主催するのは、私たちの痛

苦な体験から、かけがえのない命や安全をすべてに優先して
欲しいとの願いから。今回はトラック・バス・タクシーなど、
プロの運転手さんにとっての事故未然防止の課題を考えてい
ただく。
事故を「ゼロ」にするにはとうするかという視点で。また、
「加害対被害」という狭い対立図式ではなく、輪禍＝重大な

人身事故につながる背景要因の全てを断ち切るためにどうするかという議論をしたい。
10年前のトラック産業の規制緩和に続き、来年2月には乗り合いバス、タクシー事業の新規参入が届け出制

になるが、安全面での危惧もある。それぞれの立滉から率直に発言していただきたい。

I 被害の実相 ① I 

●父は青信号の横断歩道上で

ひき殺された．運送会社への

監督徹底を

北海道交通事故被害者の会

斉藤千穂氏

この小さな写真は私の父。平成11 年10月29日午

後3時20分、加害の運転手は、青信号で横断歩道を

渡っていた父を、一時停止も徐行もせす30キロ以上

のスピードで右折し撥ねた。市立病院の集中治療室
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に入ると、いつも穏やかに笑っていた父が、両目を

開け口と鼻から血を流し続けたまま横たわっていた。

本当にむごい。枕も血で真っ赤だった。母は泣きな

がら父の口から流れ出る血をぬぐった。

父はひとつも悪いところがないのに横断歩道で死

亡させられた。これは過失ではなく殺人。父もそう

叫んでいるだろうと思う。

業務中の事故であるのに運送会社の社長は未だに

父の前に謝罪に来ていない。加害者は免停4回を繰

り返していた。このような運転手を平気で雇い入れ、

漫然と乗務させ、ついには歩行者を死亡させたこの
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経営者達と運転手を、娘としてたたき切ってやりた 故が起きている現実を見過ごす訳にはいかない。

い。しかし、日本は法治国家でそれはできない。私

はこらえてこらえて、毎日生きている。

運送会社が自覚を持って乗務員を雇い、運行を管

理し、事故を起こさないよう監督指導するのが道運

輸局の使命ではないか。この運送会社には、ようや

く今年7月に監査が入り、過労運転防止違反、運行

管理不徹底で行政処分が下された。運送会社という

のは、ただの営利集団であってはならないはす。物

さえ運べばいい、事故を起こしたら保険会社任せ、

こういうことが通る世の中になってほしくない。

食中毒を起こした雪印乳業の社長は辞任し、新し

い社長は国会で、安全な会社機構を作ると具体的に

話している。一方、運送会社による事故で社長が辞

任したという話を聞いた事がない。

父は交通事故の撲滅に熱心で、豊平地区交通安全

運動推進委員会の会長として街頭に立ち安全運転を

呼びかけていた。父の無念を、娘として一生者えて

いく。道運輸局には、運転手の方閃が必す交通規則

を守る運送会社であるように指導監督を徹底してい

ただきだいと心から念願する。

I 被害の実相 ② I 

• 二次被害の背景に人命軽

視のクルマ社会。運転環境

の改善を

北海道交通事故被害者の会

世話人佐川昭彦氏

確かに車社会は便利だが、この車によって日閃事

3年前の9月 17日 14時8分、私の長男の嫁のご両

親が交通事故で亡くなった。 10 トントラックに乗用

車ごと持って行かれて電柱に激突。こちらが加害者

だと言われている。トラック側は運転手が生存して

おり、その証言が事実であるとされているからだ。

どん底に陥った嫁の悲しみに、二次三次の被害が

追い討ちをかける。「あなたのお父さんお母さんは自

殺をするような理由は無かったのですか？」これが

調書を取った時の警察官の質問。運転手が「突然乗

用車が飛び込んできた」と証言しているからである。

裁判官は、相手の弁護土の言葉をまともに受けたの

か、「そんなに民事でお金を取ってどうするのか？伺

か保険金が2億円おりているという話じゃないか？」

とこちらの弁護士に言った。そんな事実は全くない。

車はハードな機械。運転者こそソフトにという意

識が無い限り、交通事故はゼロに近づかない。プロ

と言われるトラックの運転者が、そこのけとばかり

に運転している姿は問題。社内教育をやって欲しい。

ある裁判を傍聴したが、「あなたの会社ではとん

な安全運転指導を受けているのか？」との裁判官の

問いに、死亡事故を起こした運転手の答えは「いつ

もの通りです。気を付けろよ、トラックだと事故が

大きいからな」だった。

運転環境の改善をして欲しい。処分を受けても 1

回の講習でまた免許が与えられるという問題に、公

安委員会の方は「規制緩和という方向で国が動いて

いるから、与えないというより再教育して与える方

向で」という。この問題もよく者えて欲しい。

I 提言 I 事業用自動車による交通事故、その背景と課題

北海道大学大学院教育学研究科 川村雅則氏

■ 運転職に特有な精神的負担と不規則労働

しかし4割の運転手は過労状態に。

運転職は、循環器系疾病の急性悪化による死亡い

わゆる過労死の報告事例が多い職種の一つといわれ

ている。それは、運転職の労働負担がいかに過重で

あるかを示すものである。運転労働者の負担を大き

く二つに整理すると、ひとつは運転作業そのものに

ともなう高い精神的な負担、もう一つは労働時間制

．働き方つまり後述のとおり長労働時間、深夜時間

帯の労働、不規則な労働などによる負担となる。
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運転という作業では、外界からの情報の獲得、そ

の情報にもとづく判断、その判断にもとづく車両の

操作という情報処理作業を、高速にそれこそ瞬時に

行うことが運転手に求められる。よってその情報処

理作業に誤りが生じるような疲労・過労状態に陥る

ことは防止されなければならないのだが、実際には、

働き方を中心とする運輸労働者の労働条件の水準は、

他の職種と比べても著しく低い。

例えば数日間にわたるような運行に従事するトラ
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ック運転手の場合、夜も寝ないで運転し、睡眠は日 悪化が懸念されることになる。そして実際、規制緩

中の手待ち時間などに断片的にとるという形態も珍 和が早い段階で導入・展開されたトラック業界では、

しくはない。しかも睡眠をとる場所は運転席の後ろ 第二の問題である、荷主からの運賃の一方的な削減

にあるベッドというように、その睡眠環境は疲労の 要請・適正な運賃収受の困難という業界内の問題も

回復を行い得るには程還いものである。また、公共 加わって、安全面への影響の懸念が経営者側からも

交通の担い手である乗合バス運転手の場合、日々異 示されている。第三は、自家用自動車の数が急増す

なる時間帯の勤務に従事しており、朝5時台に出社 るなかでのバスなど公共交通の衰退という問題で、

する日もあれば、昼過ぎに出社する日もある。退社 そのことによる事業経営の悪化は運転手の労働負担

するのも、夕方のときもあれば23時を超える日もあ の増加など、労働条件の悪化につながることが想像

る。そういう不規則な勤務によって生活のリズムが に難くない。
乱れてしまい睡眠・休養の確保が不充分になる。 ■ 運輸労働者の働き方の検証と

このような働き方や睡眠・休養の有り様を背景と 規制の強化を

して、以前に行った調査によると、トラック、バス

ともに約3割の運転手が一日に一回以上の眠気を感

じておりまた疲労の回復が充分ではないつまり過労

状態への移行が懸念される運転手が全体の約4割に

及ぶという結果が示された。早急な改善が図られる

必要がある。

■ 背景に規制緩和と自家用車の増
さて、こういった状況を招いている背景として幾

つかの問題をとりあげたい。その第一は規制緩和の

問題で、具体的には、事業参入にかかわる需給調整

規制や運賃の規制という経済的規制の緩和である。

これらの規制の緩和は事業者間の競争を促進させる

ために、その裏返しとして安全面での問題の拡大・

以上のような現状に対して交通事故・交通被害ゼ

0のために求められる課題は幾つもあるが、その主

要なひとつとして労働安全衛生の充実・働き方に関

する規制の強化をあげたい。そのためにはます運輸

運転手の状態の把握という作業とそこで得られた情

報の公開が必要である。貨物及び旅客の輸送という

公共性の高い労働に従事している運輸労働者の状態

は、常に検証され改善が加えられなければならない。

運輸事業に携わる方閃、とりわけ現状を放置して

いれば交通事故の加害者となってしまう可能性の高

い運転手・運輸労働組合には、安全な輸送を確立す

るための取り組みを一層強化していただきたいと切

に願う。

I 運転手の立場から、指導の立場から、参加者から・・・事故ゼロのための課題 I 

• 事故は起きるべくして

起きている。安全で安心
して働ける労働環境を

建交労北海道トラック部会

事務局長名久井政夫氏

平成2年から5台以上の車を持てば誰でも営業出

来るようになった。この規制緩和から10年、北海道

でも営業企業は44％も増えているが、扱い量は減っ

ている。多くは中小で、大手であっても荷主からす

れば下請け的状況で、いつでも排除される。バプル

経済の崩壊後、荷主企業のコスト削減は第一に輸送

コストに向けられ、過当競争であおりながら安い単

価で仕事をさせている。経営危機に直面する企業が

増え、賃金、労働条件が引き下げられた。仕事のほ

とんどが夜行運行で、一運行でいくらという賃金体

系なので、長時間労働は横行し、不眠不休、過密、
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過労運転が当たり前。過積載の強要、着時間の指定

によるスピード超過もあり、これを守らなければ首

にしろと大手企業から言われる。休暇なしも続き、

仮眠は2時間半以上取るなと言う所もある。このよ

うな状態を解決しなければ、事故は起きるべくして

起きているといっても過言ではない。

事故を無くすためには、労働者は日常の健康管理

をきちんとして、法律を守って運転する。経営者は

最低基準である2·7通達を守って、安全で安心して

運行できる態勢を保証する必要がある。事故の背景

を調査し運転手だけでなく、作業指示者、運行管理

者などの責任を追及すべき。

最近、規制緩和を進めてきた当時の責任者が「行

き過ぎ」と業界紙で述べ、国土交通省が安全面での

対恋策を検討するなど変化も出てきている。
事故を無くすことは、中小企業の経営安定と公正

取引の確立、労働条件の向上などにより、安全で安

心して働ける職場に改善すること。
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• 安全は労使の社会的責務

JR北海道労組バス支部厚別分会

書記長到馬真樹氏

北海道交通事故被害者の会

ことを宣言した。

鼻
私自身バスのドライバーを職業としている。安全

はバス事業に携わる者として生命線。安全というの

は予測、予見の科学である。人間はミスをするもの

だということから出発し、事故の教訓を政策として

生かしていく。次に、安全問題というのは労使関係

であること。 JRバスでは、不幸にして事故が起き
た場合、どうしたら防げるかということを、第一線

で働く者でお互いに話し合っているが、労使関係が

本当の意味で確立されていなければ出来ない。利用

されるお客様の安全をます第一に考えることは、労

使の当然の社会的責務であり、その立場から取り組

みを進めたい。

• 過労運転や過積載防止
など、事故の未然防止

対策に全力

北海道運輸局企画部

安全防災対策官加藤晃氏

輸送の安全確保は運輸行政の基本。関係機関や事

業者団体と連携し、「自動車事故防止対策推進テーマ」

を初めて作成した。今年度の重点は、適切な運行計

画および乗務割りの作成による過労運転防止、過積
戟運行の防止、路面状態に応じた安全速度の重視の

三つ。

新規参入事業者に対する指導として、許可証交付

時に事業者の責務や安全規定、法令等の重視につい

て講習。また、貸し切りバスの事故防止に関する連

絡会議を開催。過積載防止について、対策連絡会議

の開催や荷主団体への文書による協力要請。重大事

故を起こした運行管理者に対する特別講習、事故惹

起運転者に対する運転適性診断の受診義務づけ、不

正改造車を排除する運動、自動車点検整備推進運動、

有識者の方閃との事故防止対策懇談会開催など事故

防止対策に取り組んでいる。

先日 14日には緑ナンバー交通安全宣言大会を4団

体で開催。乗客・乗務員に対するジートベルト着用

の徹底や運転者に対する健康管理の徹底を重点項目

として、安全・快適・確実の使命と責務を遂行する

参加者より①

• 「歩合給」の賃金が無理な運転に
私はタクシーの乗務員。タクシーも来年2月から

免許制から許可制になり、事業主の判断で増車が自

由に出来る。道運輸局の需給動向によると、札幌は

個人タクジーを除外してもなお1200台も多いとい

う数字が出されている。

タクシー運転手の賃金は300万をかろうじて越え

る＜らいで、歩合給が基本。以前は固定給中心であ

ったが、賃金切り下げが行われた。少しでも売り上

げを伸ばすためにスピードを上げ、本来であれば最

大拘束21 時間のところを25,..,_,26時間も走り、寝な

いで稼いでいる。

本来、タクシー運転手の賃金は固定給にというの

が過去の国会決議でなされたことがある。歩合給中

心の賃金が、寝る時間も惜しんで走ることになり重

大な人身事故を惹き起こすと議論された。賃金は労

使が決める事だが、国会が口を挟まなければ事故は

無くならないと言われたのだが、今またその時代に

逆戻りしつつある。

加者―ょーーり②

• 人命軽視の社会風潮が根底に
私が勤務する会社は運輸業なので、提起された問

題は私自身の問題として重く受け止めた。

やはり根本的な原因は、自分自身と他人に対する

人命軽視の社会的風潮ではないか。事故を仕方がな

いといって無自覚に運転している方が非常に多い。

経営者に対して行政がどの程度強い監督と指導を出

来るのかが大きなポイントになる。それから労働者

自身が自分たちの立場をどのように改善していくか。

その辺の事が無くならない限り、被害者の悲しみ、

苦しみは解消される事はない。

参加者よP®
• 労働組合は合理化や規制緩和に抵抗を
被害者自身と加害者に仕立てられる立場にある労

働者の側からフォーラムを行うことは重要。

ある言年労働者の例を挙げる。彼は元閃漁民だっ

たが漁が出来なくなり、トラックを1 台買って請負

で札幌まで魚を運ぶ。その人が、「僕は一日に釧路札

-4 -



2002 年 1 月 15 日 北海道交通事故被害者の会 第 7 号 (5)

幌間を2往復する。子どもを抱えて、そうしなけれ

ば生活できないし、借金も返せない」と言う。

国鉄民営化とか資本の再編成の中で企業や労働者

同士がものすごい競争の中にまき込まれている。

事故を起こす側に否応なく立たされる労働者・労

働組合が、自分自身の安全だけではなくて社会的責

任を自覚するなら、合理化や規制緩和を批判するの

と同時に抵抗することが必要。こういうことをした

ら人を撥ねてしまう、人を殺さなくてもどっかに突

っ込んで自分自身も被害者になってしまう、そう考

えるならば抵抗しなければならない。このことを市

民の生活、健康を守るためにあえて強調したい。

参加者より④

• 規制緩和に反対し、安全のための規制強化

を求めていく
運輸局の労働組合から発言をさせて頂く。

需給調整規制は、需要と供給のバランスを取って

事業者同土の過当競争を防止して、輸送サービスの

安定した供給や事業の健全な育成を目的として一定

程度機能してきた。この廃止は運輸行政の大きな改

悪。元閃日本政府の交通政策は市場原理とか、営利

優先を基本として進めており、その結果大都市では

朝夕の通勤ラッシュや交通渋滞を引き起こし、交通

事故の増大あるいは環境破壊などの深刻な問題も発

生している。また、人口の少ない地方においてはマ

イカーに頼らざるを得ない生活で、老人や子どもの

移動手段の確保が深刻な問題となっている。

需給調整規制の廃止は、撤退の自由もあるという

こと乗り合いバス事業者がその地域から撤退した時

に、地方自治体が独自に白バスを運行する方法や、

貸し切り事業者に運行を委託する方法などがあるが、

道運輸局は、今までの業務内容を見直し、安全面で

の監査体制も強化できるよう検討している。

組合としても、国民のニーズに即するために当局

と交渉を行っているが、今後とも、監視を強め、国

民生活を脅かす行

.'革・規制緩和に対

して国民生活を擁

護するために必要

な規制強化に向け

て取り組みを進め-たい。
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川村雅爾氏

■ 本気になって大きな流れを
研究者として、どれだけ交通被害の事を知ってい

だのかと反省している。第三者で、被害の重さとい

うのはわからないとは思うが、理解しようとするべ

きだったと思う。

事故だから仕方がないという者え方が司法の世界

でも実際にある。建前では安全とか健康第一と言う

が、実際にはそうなっていない。被害者の方たちが

こうやって声を上げている中で、労働組合の方たち

や行政の方、経営者の方など運輸事業に携わる方が

本気になって大きな流れを作っていただきたいと思

う。もちろん私も、研究者として力を尽くしだい。

佐川昭彦氏

■ 命はお金で替えられない
業界の運転者が悩んでいる事実と、被害者・加害

者ともに手を携えながらやらなければならない仕事

があるということ痛感している。二、三苦言を呈す。

フロアの方から社会的風潮として人命の軽視との

発言があったが、確かに利潤追求のあまりの人命軽

視が問題。人の命をお金に替えて保険で賄う、それ

で罪は解消されるのかという問題も指摘したい。

次に「過失」の問題。外国では厳しい法の裁きが

あるが日本では自然災害と同じに見なされているこ

とが交通事故ゼロにつながらない。運転のモラルを

社会教育や社内教育で補強していただきたい。

そして最後に、行政の取り組みが問題。警察、運

輸局、すべて、交通安全対策についてはお題目では

なく、実効性のある、本当に明日から運転が変わる

という対策をぜひ講じていただきたい。

斉ー藤千穂氏-• 99 9999999999999999999, - 9 9999999999 99 99 

■ 許されない虚偽の事故報告書
皆様の力強い発言を、父に聞かせてあげたかった。

警察、検察庁、弁護土、運輸局にさまざま申し述べ

たい事があるが、その中で一つ。

事業主が陸運支局に提出する交通事故報告書を開

示手続きをして見たが、加害者は虚偽の報告を沢山

している。センターラインの内回りを「外回り」と

し、事故当時ジートベルトをしていなかったのに、

これは本人も申しているにも関わらす「着用」の襴
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に0をつけていた。こうした虚偽に関して道運輸局

の中にチェックする機関は無いという。警察もチェ

ックしていない。遺族もチェック出来ない。では一

体誰がチェックするのか。報告書は運送会社が自分

に都合のいいように書いたものが提出されているだ

け。この事故報告書がおかしいと最初に言っだのは、

父の事故現場をニュースで報道したテレピカメラマ

ンの方。彼はひどいタイヤ痕を見て、ものすごいス

ピードで右折したのだろうと、殺人だと思ったと私

に言っていた。

この事業主は、加害運転手の直前の運行管理に関

して自分たちにとって一点の非もないような管理を

していたという事を記載している。

私には知る権利がある。死んだ父の代わりにそれ

を知りたくて、加害者側の会社に尋ねたところ「貨

物自動車運送事業輸送安全規則では、運転者の日報

は 1 年間の保存義務と書いてあるのでもう破棄しま

した」という返答。運転手に聞いても黙って何一つ

答えようとしない。被害者遺族の知る権利は誰がど

こで守ってくれるのか。私が何度壁をたたいても、

警察も知らせてはくれなかった。

こうした事柄に関しても、これから後に続く被害

者や遺族の方が一人でもいたらだめ。新聞には毎日、

去年に比して何人少ない、何人多いと書いてあるが、

見るたびに暗濡とする。一人でも交通事故で死ぬ方、

怪我をされる方がいてはだめなのだ。

私は、これからも皆様のお力を借りて、行政や警

察、検察庁の方とも協力して、交通事故で倒れる方

が一人でも無くなる様に、父と一緒にとりくんでい

きたい。

唱至函まどめ一

■ 連携を深め、本日の貴重な議論を今後に

大きな背景として、私たちの中に根深くはびこっ

ている、交通事故被害を軽く見る「人命軽視」の「ク

ルマ優先社会」があることが指摘された。そうした

中で、決して犠牲者を出さない、安全な交通運輸を

実現するために、様閃な立場の人が集い貴重な議論

が出来た意義を確認し、感測したい。

川村さんの貴重な報告にあったように、重い社会

的責任を担っての運転労働には、安全のために何よ

りも心身の健康が重要であり、適切な運行管理が必

要である。そしてこれは事業用のみならす自家用自

動車の運転者にも徹底されなくてはならない。

安全な交通運輸の環境としては、大変厳しい状況
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にあるということも報告された。規制緩和の流れが

運転手の労働条件にも悪影響して、安全のための社

会的規制がおざなりになるのであれば大問題。命、

人権、安全、これを全てに優先して施策を行うとい

う社会的な合意を広げることが大切。合意はシステ

ムとして定着させる。システムは行政が担う部分も

あるが、行政を動かす力は住民であり市民。私たち

自身があまりに経済効率優先の社会、クルマ依存の

社会を作っているのではないかという反省も必要。

今日の論議を生かし、事故ゼロを実現するために

今後も連携を深めながら活動を進めたい。

................................... 

このフォーラムに多数のご出席をいただき、またアン

ケートで貴重なご意見等もいただきました。この場を借り

て、お礼申しあげます。

国誌
«会合など»
8 月 10 日 会報 6 号発行

9 月 2 日 第 25 回世話人会（臨時）

9 月 10 日 第 26 回例会・世話人会

9 月 22 日 第 27 回世話人会（臨時）

10 月 10 日 第 28 回例会・世話人会

10 月 13 日 会員学習会、久保先生の講演

11 月 12 日 第 29 回例会・世話人会

11 月 22 日 「フォーラム交通事故 II 」

12 月 10 日 第 30 回例会・世話人会

1 月 10 日 第 31 回例会・世話人会

«訴えの活動»
「心に響け被害者の声！ 100万人講習」な

ど
▲ 9/29 石狩市交通安全推進大会 • 10/22 

江別高校定時制（小野）

• 11/6 留萌市交通事故防止管内住民大会

• 11/14 札幌市運輸局研修（佐川）

■ 9/1 斜里町交通安全大会 ■ 9/17 札幌北

署「秋交」対策会議 ■ 10/11 岩見沢安管講

習 ■ 10/18 網走市交通安全指導員講習会

■ 11/15 釧路市釧路方面被害者支援連絡協議

会 ■ 11/29 千歳市市職員交通安全運転研修

■ 12/15 苫小牧工業高校定時制（前田）

◆ 10/23 羽幌交通安全女性サミット（水野美）

▲ 11/25 澄川冬の交通安全決起大会（篠原）

«処分者講習での講師»
8/23 、 12/15 （前田） 9/20 （小野）
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深川市伊藤博明〕（会員の投稿 みなさん頑張っていますか

新しい年を迎え、会員の皆さんいかがお過ごしで

しょうか。前田代表はじめ役員の方々、事務局の皆

さん本当にご苦労さまです。

早いもので、皆さんのお仲間に入れていだだいて

3年目になります。いつも会報を拝読させて戴いて

います。今日は、新しい年に、皆さんとともに元気

を取り戻そうと愚筆を執りました。

この種の会は、会員の背景からどうしても重たい

イメージになりがちではあります。今までの会報も、

ぽんとにご苦労されて作られておりますのに、紙面

の大半が“事故報告”“被害者の心痛”のはけ□ ？に

見えて、とても暗い気持ちになってしまいます。

その中で、‘‘頑張っている・気持ちのいい”私の気

に入っている記事がありました。それは第6号で「小

野さん頑張って」のタイトルで、我会の小野副代表

が全国車いすマラソン大会に出場し、力走している

写真が載っているではありませんか。

嬉しくて涙がこぼれました。私と同じ大切な息子

を見送った苦しい時間を乗り越えて、ほんとうの意

味の心身とも社会復帰ができている事にとても感激

致しました。それは記事を投稿してくれた我会の水

野さんも同じ気持ちだったのでしょう。

私達、会のメンバーは、社会生活のなかで、普通

の人との会話の中に、どうしても、あの忌わしい事

故にまつわる言葉を使わざるを得ません。例えば、

私の場合「息子の七回忌」などと言うように、周り

の仕事あるいはクラプの仲間の間にはない、どこか

馴染まない言葉を使わざるを得ないのが、非常に残

念に思います。

そんな時に私が私の世界に入り込んで、愚痴ばか

りを廻りの人に押し付けているとしたら、至極迷惑

な話だとこの頃気がついてきました。ましてや仕事

は待ってくれません。こと仕事に関しては個人的な

猶予は許されないのです。

遊びの時間にしても同じ事。周りに遅れることな

く、何事もなかったように頑張らなくてはならない

のです。そして「おまえもやっと元気になったな・

．」と言ってもらえることが大切でないのかナ。と

思います。

飛び跳ねることは必要ありません。しかし、周り

に明る＜溶け込んで行くことが、苦しいけれど大切

ではないでしょうか。仕事もバリバリやりましょう。

そして、この会報に“息子達の分まで頑張っている

よ・・・’'という記事が載ることで、どんなにか皆

さんの力になる事でしょう。

頑張りましょう。また皆さんに会えるのを楽しみ

にしています。

会員の投稿 上告は棄却されました 清田区荻野京子

7月 13日上告の裁判費用の5万7千円の用意がで

きて、やっと書類が受理されました。費用の救助申

立は却下され、生活費を削っての捻出です。お金が

ないと裁判にも訴えることができないのです。この

ためにどれだけ多くの人が、涙をのんでいることで

しょう。

弁護士も決まらないままの上告で、不安がいつば

いでしたが、法律扶助が認められ弁護士による意見

書を提出することができました。

8月23日最高裁へ書類が転送され、審議が始まる

との通知がありました。新しく診断書を書き直して
もらい、レントゲンフィルムと共に提出いたしまし

たので、良い結果がでるのではと期待が大きかった

と思います。

右顔面打撲、三叉神経も含むと追記してもらいま

しだが、これは事故後4年以上も経過して初めて認

められたものです。なぜ交通事故の被害者は、当た
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り前の診断書すらももらうことができないのでしょ

うか。

医師に歪められた診断書が多く出回っていると、

交通事故の電話相談を受けていたときも感じました。

我が身に同じことを経験して、やっばりそうだと確

信がもてました。診断書を軽く書くことによって、

誰が得するか。損害保険会社だということは、私が

言うまでもないことです。

交通事故の被害者が死亡であっても、怪我であっ

ても当たり前にでる保険料が受け取れない現実が身

の回りで沢山あります。特に弱い立場にある人ほど、

被害にあっているように思います。

司法も交通事故の被害者の味方にはなってくれま

せん。期待が大きいと、失望も大きく正しい世の中

はどこにあるのだろうと、企業の味方の司法に戸惑
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いを感じます。事実を多くの人に知ってもらうこと

から始めなければ、可法の改革は難しいと思います。

一人一人が声をあげていくことこそ、一番大切なこ

とと感じます。

受け止めるのではなく、これからの司法への働き掛

けのために、多くの人に知っていただきたいと思い

ます。結果が自分にとって不満足であっても、公に

していくことが大切なことと考えます。

私の上告は10月30日に棄却されました。書類を
提出してから 3か月半、やっと結果がでたのです。

加害者から控訴され、敗訴に近い二審のわすかな

判決の金額が支払われるだけです。弁護士の費用を

引くと、同力月かの生活保障で終わりです。残った

のは痛みの残る体と、私にとって莫大な借金、可法

への不信感です。

加害者に対しては、検察審査会へ申し立てをして

おります。不起訴がせめて起訴か罰金刑になってく

れたら、少しは交通事故の重さを感じてくれるので

はと、者えております。

平成9年2月の交通事故から、肉体的、精神的に

苦しい月日が終わるのはいつのことでしょうか……。

この経験を情報として、被害者が少しでも有利に

保障が受けれるようアドハイスしてあげられたら良

いと考えております。上告棄却は一人のこととして

ご挨拶
北海道警察本部交通部交通企画課長 後藤; :w.= 

『北海道交通事故被害者の会』

の会員の皆様に、ご挨拶を申しあ

げる機会をいただき、誠にありが

とうございます。

昨年中は『北海道交通事故被害

者の会』として、交通事故の被害

者や遺族への支援活動をはじめ、

代表及び世話人、会員の皆様方に

より札幌運転免許試験場において

「停止処分者講習」の講師として

活動されるなど、交通事故防止の

ための啓発活動に積極的に取り組

んでいただき心から敬意と感謝を

表するものであります。

さて、昨年は、道警察の重点的

な取組みとしまして、関係機関・

団体等と連携し、従来から進めて

いる交通安全活動の施策をさらに

深め、広げる「交通事故死シャッ

トアウト北海道」を強力に展開す

るとともに、年末には「交通死亡

事故多発に伴う緊急対策」等を強

力に推進したところであります。

道内における交通事故による死

者数は 516 人と、関係機関・団体

等の皆様の懸命な努力にもかかわ

らず、都道府県別では 2位の愛知

県を 100 人以上もの差で、 10 年

連続で全国ワーストワンとなるな

ど、深刻な状況にあります。

本年は、交通安全活動の活性化

を図るとともに、年代・対象に応

じた体系的な交通安全教育の推進

を始め、昨年、効果があった施策

を何とか本年の取組みに継なげ、

悲惨な交通事故による犠牲者を一

人でも減少させて参りたいと考え

ております。

ご承知のとおり、交通事故によ

る被害者や遺族の方は、その直接

的な被害だけでなく、その結果と

して生じます精神的苦痛や経済的

被害など多くの悩みを抱えている

のが実態にあります。

道警察といたしましては、現在、

被害者等の方々と最も身近に接す

る機会の多い立場にあることか

ら、精神的な負担の軽減など二次

的被害の防止、被害者への情報提

供、精神的被害回復に対する支援
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等の各種対策を組織を挙げて推進

しているところであります。

なお、皆様の強い要望が実を結

び、道路交通法の一部改正による

罰則強化や刑法の一部改正による

「危険運転致死傷罪」の成立など、

法律の厳罰化が実現し、今後、警

察といたしましても法令の適正な

運用に努めて参る所存でありま

す。

本会が設立し 2 年 3 ヶ月が経過

し、会員相互の支援を中心に、各

種講習会等での安全講話、会報の

発行、ホームページの開設等を通

じて、会員の皆様の貴重な体験を、

今なお交通事故の被害者として悩

み続けている多くの人達の心のケ

アと、交通事故の防止に役立てて

いただいているところであり、今

後も、本会が北海道の交通事故被

害者支援活動のキーステーション

となって、全道に被害者支援の輪

をさらに広げていただくことを、

心からお願いするものでありま

す。

終わりに、会員皆様方のご健勝

と本会のご発展をご祈念申しあげ

まして、私の挨拶といたします。
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〔（会員の投稿 危険運転致死傷罪等の新設について 中央区 内｀ー五:□
危険運転致死傷罪を新設する刑法改正案が、平成

13年11 月28日参議院で可決され成立した。従来、

交通事故により人を死傷させた場合、業務上過失致

死傷罪（刑法211 条）が適用されてきたが、最高で

も懲役5年であり、悪質な犯罪については特に被害

者感情が反映された処断ができなかった。今回の改

正は、一歩前に進めるものであるが、問題点も抱え

ている。

ます、業務上過失致傷罪における刑の裁量的免除

が、設けられたことである。これは、自動車事故が

業務上過失致傷罪となる場合において、「傷害が軽い

滉合」に「情状を考慮して」刑の免除をするもので

ある。

犯罪一般については、犯罪が成立しても、検察官

は起訴しないことができる（起訴便宜主義）が、交

通事犯の場合、この起訴便宜主義のもとで、 88%

が不起訴処分となっている。

刑の免除規定が加わると、免除に該当しそうな場

合、検察官はあえて起訴しないだろうから、不起訴

処分という裁量行為について、刑法が追認をすると

いう効果をもたらすであろうし、不起訴の拡大のお

それも生じよう。

また、これにより、一般の業務上過失致傷罪と異

なり、自動車運転業務についてのみ免除が設けられ

ることになる。これは、自動車運転は社会的に有益

な行為だから、通常の注意義務を払っていてもなお

生じた結果については犯罪とするべきではない、あ

るいは刑は軽くてもよい、とする過失犯理論からく

るものである。しかし、運転者のモラルが日に日に

低下する今日においては、そろそろこの考え方を改

めるべきであろう。

次に、危険運転致死傷罪については、その成立要

件が厳格で、検察官の立証にハードルをかけるもの

が多い。例えば、「人又は車の通行を妨害する目的で、

通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交

通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」

については、「目的」という内心的要素を立証しなけ

ればならない。内心は目に見えないものである以上、

他の表面に現れた事実から立証するしかない。また、

「赤色信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危

険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」につ

いては、「殊更に」という他の刑法の犯罪に無い要件

を立証しなければならない。これも内心的要素であ

るから、立証は難しいのではないか。
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立証は難しいと書いたが、 1反にそれ自体の立証は

難しくないとしても、立証すべき事柄が増えれば、

裏付けるための証拠がそれだけ多く必要になる。証

拠がなければ公判維持できないから、起訴は控えら

れる（より軽い業務上過失致死傷罪で立件というこ

とになる）。

以上から、今回の法改正は、一歩進めたものであ

るが、適用はごく一部の犯罪でかつ証拠が明らかな

場合に限定されること、また、免除規定を設けた点

に問題がある。

本稿を詳しくしたものを、ホームページに掲載し

ています。よろしければごらんになって下さい。

http:/ /23ku.netrlaw / gyosei/ の、「交通事故

業務」にあります。

悪質交通犯罪「厳罰化法」について

悪質な交通犯罪で肉親を失った、神奈川の鈴木共

子さん、千葉の井上郁美さんご夫妻などが厳罰化を

求める署名運動を始め、法務省などを動かして実現

した刑法の改正。「北海道交通事故被害者の会」で

も約 4000 筆の署名を届けるなど取組みました。

危険運転致死傷罪の新設によって、①酒や薬物に

よる酔っ払い状態での運転 ②スピードの出し過ぎ

と運転技能がない者の運転 ③危険な速度での割り

込みや幅寄せなどの運転 ④危険な速度で赤信号を

故意に無視した運転ーーで人を死傷させた場合

・死亡の場合 1 年から 15 年の有期懲役

・負傷の場合 10 年以下の懲役

となり、現在の「懲役 5 年以下」に比べ大幅な厳罰

化となりました。しかし、一方で過失致死傷罪に対

する刑の免除規定が加えられ、その運用に不安も残

しています。

改正刑法は 01 年 12 月 25 日に施行され、 02 年 1

月 9 日、全国初めての逮捕者が三重県で出ました。

この容疑者は昨年 12 月 26 日、鈴鹿市内の市道で、

赤信号で停車していた前方の車数台を追い抜いて、

制限速度を 30 ~ 40 km上回る猛スピードで交差点
に進入。乗用車と衝突したあげく 26 歳の女性を死

亡させ、ほか 2 人にも重軽傷を負わせたとされてい

ます。

（編集者）
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会員学習会の記録 交円:f屯:：:sと力;1?tが此、でる2.7 | 
●講師略歴

1945 年生まれ。 1972 年札幌医

科大学卒。専攻は精神分析学·

精神療法。札幌医科大学精神医

学教室助手、札幌鉄道病院精神

衛生科主任医長、個人病院3院

勤務を経て、 2000 年 12 月札幌

市中央区に「くぼメンタルクリニッ

ク」を開業、現在に至る。北海道

精神分析研究会代表幹事。

n書 ］．守炉襄妍． ，ヨ”1r:•一
PTSD、「心的外傷後ストレス症候群」は、日常生
活に戻れるようになったのに、心身の異常が続く。
わかりやすい説明が無くて、ご本人がPTSDに気す
かないで苦しむという方が結構いる。交通事故とか
に遭われた方やご家族などは、ほぼ100％がPTSD
になっていると者えていい。
この状態は、他の方閃にはなかなかわかってもら

えない。どうして、わかってもらえない具合の悪さ
になってしまうのか、それを説明してみたい。

「粋＇昂祁需沖督・
記憶というのは、

覚え込み（記銘）、
覚え込んだ事を保
持し、その次に再
生する（思い出す）
こと。そして感覚
は、生まれてすぐ
全部揃っている訳
ではなく、発達段
階がある。

板書メモ①

感覚や記憶（記銘、保持、再生）

の発達
↓①聴覚

↓ Gり視覚（イメージ）
↓③言葉

※それぞれに感情成分が伴う

人間の最初の記憶は聴覚を使った、音に関係した
記憶（胎教とかあるように）。視覚を通した記憶は2
番目で、意味を問わすイメージで記憶する。 1 歳ぐ
らいの赤ちゃんは、音とイメージで記憶し、その記
憶した事柄を保持して再生する。
次に、言葉を理解し始める。「プープー」や「マ

マ」と何かしら音を出すと、その音に何か意味があ
って他の人に伝わるようだということをわかりだす。
「何をどうしてこうだ」と文章が言えるようになっ
て初めて言葉で記憶し、再生し、考えるようになる。
音やイメージで者えるという段階から、言葉・文

章を使って考えるという段階にきて初めて人間らし
くなる。お母さんと赤ちゃんには非言語的なコミュ
ニケーションがあるのではないかと言われている。
大人は現実を理解するときに言葉を使って説明し、
考えるので、言葉を使った者えが出来るようになら
ないとコミュニケーションがうまく出来ない。
そしてこの記憶（聴覚、視覚、言葉）に感情成分

というものが全部加わっている。赤ちゃんは最初お
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腹が空いていると不愉快な感情を抱いて泣く。おっ
ばいをもらうと満足してうれしそうな顔をする。言
葉ではなく音とイメージで者えていて、感情がプラ
スして色々な行動をとっている。

E■”只和·Ill r 璽罪恥■
大人の記憶は、「言葉」を使った理性、知性とい

うのが上位に来る。次に言葉で説明可能な「感情」
があり、さらに言葉では半分くらいしか説明つかな
い「情緒」、そして言葉では説明しきれない「情動」
がある。

板書メモ②

成人の感覚や実感、「私」というものの理解

①言葉：理性、知性

②感情：言葉で説明可能

③情緒：言葉で半分くらいしか説明がつかない

④情動：ことばにならない感情

⑤身体的、自律神経的な「自分」
※これらすべてを使ってコミュニケーションをしている

「情緒的」というのは、例えば和歌とか俳句のよ
うに、言葉そのもので説明できない感動を、情景や

関係性を並べて伝えようとする非言語的な感覚。「情
動」というのは、全く言葉に直せない感情。あまり
に腹がたって物が言えなくてプルプル震えている、
わんわん泣くが説明していないというのは、本人は
ものすごい感情を訴えたいと思っているが、言葉に
直せないからしゃべられない。これを赤ちゃんや幼
児はコミュニケーションとして使っている。大人は、
昔自分もそうだったというのを忘れているから、わ
かりにくくなっているだけ。
このように感情成分の中には言葉で説明できる部

分と、言葉では説明しきれない成分があり、大人の
場合これも記憶されていく。人間の活動として、「私」
と感じる時、言葉で理性的、知性的な感じ方が出来
ている「私」と、感情的な部分の「私」、言葉に半分
くらいしか直せない様な感情を感じている「私」、全
く言葉に直せないような感情を感じている「私」と
がいる。そして、身体的、自律神経的な「私」。嫌い
な人が来てちょっと触られたら鳥肌が立つように、
感情を感じとらないうちに体が反応する。これも記
憶されてしまう。
我々は日常生活でこれら全部を使ってコミュニケ

ージョンしている。そのどこに注目し、どこまで感
じ取れるかによってわかり方が違う。理性を使って
もわかり合えないことがある。「あいつはいつも言葉
足りないけど良くわかるよな」という場合は情緒中
心にコミュニケージョンをしている。情動中心のコ
ミュニケーションや身体的、自律神経を介したコミ
ュニケーションもある。
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コ鵬憤罰層； 碍唱＂遵濯
人間の成長、発達とは「我慢する」ということ。

我慢がないと、他とうまく折り合いがつけられない。
「耐性」ともいうが、我慢が出来るか出来ないかで、
良い人・悪い人、賢い人・賢くない人とか言われて

しまう。
我慢する力が

弱いと、凶暴な

り人や「切れやす
しし 9」人になる。
我慢する力の訓
練が出来ている

ェと、感じた衝動
にすぐ従って行

動はせす、その意味を感じ取り、いつどのように発
揮すれば良いかを者えて、延期あるいは衝動の表現
を分割する。我慢する力が無いと知性は発達しない。
我慢しなくて良いと、工夫する必要が無いから。
我慢は、本来衝動に耐えることだが、苦痛に耐え

るということにも使われる。氾きたいけど泣かない、
痛いけど痛いと騒がないなど。我閃は普段から、あ
る出来事に出会った時に、言葉や理性で耐える、あ
るいは感情的な能力を使って、また、情緒的、情動
的、身体的能力を使って、耐えている。

「:’l"＇|ノ非冥amぃ n1洟損9.
苦痛の体験があまりに強大すぎる場合、死の恐怖
とか、全く予期しない、考える事が不可能という<
らいの体験に出会った時、この耐える力＝自分を維

持する能力を溶かしてしまう。
言葉的に耐える力がぶち抜かれ、感情的に耐える
力も、情緒的に耐える力も、情動的、身体的に耐え

る力もズンと突き抜けて溶かしてしまう。そして、
言葉を使って考える能力の部分も、視覚・聴覚を使

って者える部分も、全部が混乱を起こす。
こういう衝撃を受けた人だちが出してくる色閃な

症状がPTSD。だから、具合の悪さがどこで出てき
てもおかしくない。体の方に出てくるかもしれない

し、情動的な言葉に表せない不安定感、あるいは、
言葉に表現できるような不安定さで出てくるかもし

れない。幻覚妄想状態、精神病と同じ様な状態に一

時はなるかもしれない。
記憶のコントロールの時に、言葉のレベルで止ま

る事が出来ていれば、言葉を使っての対応がある程
度出来てくるので治まりも早いが、これを通り過ぎ
たところまでジョックがいってしまうと、視覚的・
聴覚的な記憶にもコントロールがうまくいかなくな
りフラッシュバックみたいな事が起こる。
交通事故に遭った本人ではなく家族の方も、あま

りに強大すぎる、自分が死んでしまったかのような
ジョックを受けるわけで、被害に遭った方と同じ感
覚を持ってしまう。

n□1 冨警葬阿国爵罰覧•
一番の問題は、言語でコミュニケージョンが取れ

るようになる3歳児以前の段階で苦痛を感じ、混乱
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してしまうこと。だから言葉で説明できない。これ

が、同じ体験をしていない人とのコミュニケーショ
ンギャップの原因。
交通事故の被害者や家族は、我慢しても具合が悪

いから困ったと言っているのに、「少し我慢すれば治
るよ」とか言われる。こういう事をわからない警察
官に、最初何を言っても信じてくれない。医者に「あ
なたは特別感じすぎただけですよ」と言われ、弁護
士にも「もういい加減にしませんか」と言われてし
まう。悪意はないが、傷つき方を知らない、傷つい
た体験を共有出来ていないから理解出来ない。

「·馴環渭冒手澤『ぼ零噌3·
このように説明はできるが、こうすれば治せると

いう実験医学的な研究は出来ていない。
では、どうしたらよいか。単純に言うと、「安心
•安全」だと感じること、感じられる状態を作るこ
と。これが無いと快復しない。＜つろげるし、安ら
げるという状態は、生まれたての赤ちゃんに必要な
状況。赤ちゃんがものすごいショックを受けたと同
じ様な水準で傷つくのだから、そこからの快復は、
赤ちゃんがすくすく育つにはどうしたらよいのかと
同じ様な感覚で理解することが必要。
働きかけは言葉でなく、表情や、言葉の調子や身

振りでも良い。夫婦でいえば、お互いにこういう気
持ちを感じられるような関係を作り直すこと。遠慮
して気遣い、こういう事は話さないという関係はま
すい。家族も、何でも相談し合い、常に安心•安全
を感じられるという関係があれば早い快復につなが
っていく。
※ 久保先生の講演記録（テープ）をもとに、編集者

の責任で見出しをつけ、要約させていただきました。

後半の内容は次号で紹介します

※ くぼメンタルクリニック Tel. 011-271-5222 
札幌市中央区南3条西2丁目H&Bプラザ3F

（予約の電話を入れて相談されることをお勧めします）

参加者0感想

今生活している私は、はたして普通の行動をしている

のか、フト判らなくなる時があります。胸の苦しさがあ

ったり、少しでも日常で不安な事があるとその事ばかり

に囚われたり．．．。本当にこの苦しみは言葉に表現でき

ません。理解してほしかった弁護士にさえ、なかなか自

分の気持ちを伝えられなかった。近所のお母さん達でさ

え、理解してくれる人はほんのわずかだった。辛かっ

た．．．。 3 年たって引越ししたくなった。

これが PTSDだと思うと、自分だけが異様なのだと

思わなくて良いという事になり少し気が楽になります。

どんなに苦しいことがあっても、私たちは生きていか

なければならない。たとえPTSDであっても．．．。

「私は娘を亡くして辛いけれど、他の人と同じように

生活しようと必死に生きています」

私の心からの叫びです．．． （東区冨岡裕子）
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( 
書く厠からの「＊」

] 

「本」という物は、貴方にとってどのような存

在でしょうか。人生の教科書という方から、活字

を見るだけで頭が痛くなるという方まで、様々だ

と思います。私たちは普段「読む側」として本と

出会うことが多いと思いますが、今回は「書く側」

ということについて考えてみたいと思います。
交通事故に限らず、事件・事故、人生の転機にお

いて、または今までの自分を振り返りその足跡をた

どるために、人は時に「書く」ということをします。

それが手記であり、自分史であり、日記であり・・・。

このように「書きたい」という衝動に駆られたこと

はありませんか？『癒されぬ輪禍』に手記を寄せた

方々は、思い当たるのではないでしょうか。

書かずにはいられないーという思いは、先日開催

された久保義彦先生のお話の中でも説明のつくこと

でしょう。文章・言葉で表現していく事で、歴史的

な記憶にしていく。それは、あの忌まわしい事故の

時のまま立ち止まるのではなく、そこから歩き出し、

PTSD から脱するための、自分自身の作業でもあっ

たのです。

まさに、その作業を形にした人が、意外にも私の

身近にいました。平成 10 年 10 月 19 日、小さな頃か

ら仲の良かった従姉妹が、病気のためわずか 19 歳で、

この世を去りました。あまりに急の事で誰もが耳を

疑い、棺を抱きかかえ泣き崩れる伯母と婚約者の悲

しみは、言薬では表せないほどでした。そしてその

わずか 12 日後、私の涙も乾かない間に、同じ訃報を

聞く・・・。

ほぼ同時期に大切な人を失い、札幌と旭川でそれ

ぞれの日々を送る中、伯母はいつからか執筆活動を

始め、先日「天乃御国（あまのみくに）」の名で『香

織へ』と題したエッセーを出版しました。現在、道

内の主要書店で一冊千円で販売している他、旭川・

札幌近郊の図書館にも置いてあります。確かにあの

日に戻ることはできないけれど、本になった事で思

い出が命あるものとして甦り、あたかも香織がそこ

にいるようです。まさに香織が生きていた証であり、

たくさんの方に覧てもらう事で、これからも生きて

いく証でもあります。

伯母は今、 2 冊目• 3 冊目の執筆に取り掛かってお

り、「書く」事を自分の一部として、いつもの輝きが

戻りつつあります。私もまた、この場をお借りして、

自分の考えを述べていく機会が与えられていること

に感謝します。

＊「犯罪被害者支援の軌跡
一犯罪被害者心のケア」
大久保恵美子著少年新聞社 2001年

保健婦でもある著者が、長男を飲酒運転のひき

逃げ事故で失った経験から、犯罪被害者支援に取

り組み、その体験や支援方法をまとめた一冊。

＊「殺人ドライバー くるま社会ニッポンのタブー」
沼澤章著 WAVE 出版 2001年

交通事故は決してアクシデントなどではなく、

最も身近な暴力犯罪であるとしてその実態を綴る
（書籍係宮坂）

画

I 編集を終えて I 
▲昨年の交通事故による死亡者は道内だけで 516

人、全国では 8747 人との報道がありました▲ 1 時間

に 1 人の割合の交通死ですが、「昨年比」などという

言い方で「仕方のない被害」と認めている感をいつ

も受けます▲起こした責任は保険（金銭）で贖（あがな）

えるかのような論調も依然目に付きます▲生きる権

利を一方的に奪う人権侵害なのに、「ゼロにするには」

という根本論議がされないのは何故でしょうか▲し

かし、こうしたクルマ優先社会に問題を投げかける

動きも確かにあります▲昨年 6 月の道交法に続き 12

月には刑法が改正され、交通犯罪の厳罰化が進んで

います▲昨年 5 月に講演いただいた長谷智喜さんが

提唱する「分離信号」のモデル運用が決まり、道内

でも札幌（北 5 西 3) と北見（北 2 西 l) で 10 月か

らスタートしました▲北海道新聞が「問う、車優先

社会」という企画を 4 部 24 回にわたって連載したの

をはじめ、マスメディアにも変化が見られます▲「被

害者の会」が取り上げられる機会も増え、昨年の暮

れ「道新」に載った本会世話人の冨岡裕子さんの訴

えには共感の電話が相次ぎました▲最近入会された

方に、昨年 8 月、歩道に乗り上げ暴走した自動車に

小学校 4 年の愛息を奪われた北広島市の土場さんご

夫妻がいます▲土場さんは今、悲しみの中で亡き俊

彦君の尊厳のために事故原因の究明と加害者への厳

罰化を求め血の滲むような取組みを行っています

▲子どもやお年より、歩行者を交通犯罪から守るた

めの抜本施策を真剣に考えるべきと思います。（前田）

,................................................................................-.-.. ~ .. 
: ◆次の会報発行予定は4月です。手記、意見、近況などの投稿を待ってます(/切 3 : 
• 
：月 20 日、 1200 字程度、郵送， FAX またはE メールで事務局へ） ・

. 
：●毎月 10日の例会は、会員の方はいつでも参加できます。気軽にお越し下さい ; 
• : 予定 ⇒ 2 月 12 日（火）、 3 月 10 日（月）、 4 月 10 日（水）、 5 月 10 日（金）．．． : 
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